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はじめに

アメリカの団体保険は、後にみるように、1911年にその最初の契約がなされ、本格的には

1912年に始まった。その後、第一次大戦中と1920年代に多くの企業に導入された。現在では、

幾多の粁余曲折を経て、従業員給付（employeebenefits）の主要項目として存在している。

その契約状況は第１表の通りである。もちろん団体保険は、今日に至るまでに、その形態・

種類は言うまでもなく、多くの面で変化してきている。1920年代と現在の団体保険のもつと

第１表アメリカの団体保険保有契約状況

(資料）

(Ｈ１,所）

AmericanCouncilofLifelnsurance,LifelnsuranceFactBook,(Washington,Ｄ,Ｃ､）,p､29.

J.Ｓ・RosenbloomandGVHallman,Ｅ”/ＱｙｅｅＢｅ)Z/ｉｉｔＰﾉﾋz""/"9,Prentice-Hall,Inc・’1981,ｐ､４０．

平成元年４月１日原稿受理

大阪産業大学経欝学部
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も大きな相違は、1920年代の団体保険が、使用者の一方的な発意によって、当時の企業内福

利厚生制度（employer，soremployeewelfarework、以下福利制度と略す）の一環として

実施されていたのに対し、現在の団体保険は、連邦並びに州のいくつかの立法や規則のもと

で、労働組合との団体交渉における協議事項に取り上げられ実施されていることにある。ま

た、その種類についても、1920年代の多くは団体生命保険と団体疾病・傷害保険が中心で

あった’)。それが最初では、第１図のように多種多彩なものを含んでいる。

第１図団体保険の種類

ｌ、団体生命保険（GroupLifelnsurance）

①団体定期保険（GroupTermLifelnsurance）

従業員定期保険（EmployeeTermLifeInsurance）

災害死亡・障害保険（AccidentalDeathandDismembermentlnsurance）

扶養家族団体定期保険（DependentTermLifelnsurance）

遺族所得給付保険（SurvivorlncomBenefits）

②団体長期保険（GroupPermanentLifelnsurance）

③団体信用保険（CreditorCreditorLifeInsurance）

２、団体健康保険（GroupHealthlnsurance）

①団体医療費保険（GroupMedicalCareInsurance）

識11鵜鍵|通常医療費旧獅M田川Ｍ
高額医療費（MajorMedicalExpense）

歯科医療費（DentalExpense）

眼科医療費（VisionCareExpense）

その他

レンドケン写真・検査費（X-RayandLaboratoryExpense）

放射線治療費（RadiationTerapyBenefit）

小児マヒ治療費（PoliomeritisExpense）

特定疾病治療費（SpecifitDeseaseBenefit）

災害医療費特約（SupplementalAccidentExpense）

健康管理費（HealthCareExpense）

療養所費（NursingHomeCareExpense）

出産給付（PregnancyBenefits）

②所得補償保険（DisabilityIncomelnsurance）

短期所得保険（ShortTermDisabilitylncomInsurance）

長期所得保険（LongTermDisabilityIncomlnsurance）

(出所）生命保険協会『欧米の団体保険』､43-44ページより作成。

このような変化を経験した団体保険がこの小論の対象である。ただし、この小論は、１９２０

年代に福利制度の一環として多くの企業に設置された団体保険を考察対象とし、その意義と

本質の解明を通じて、1920年代の福利制度の本質に迫る一助とすることを目的としている。

そのため、団体保険の歴史とその変遷について簡単に触れるが、それはあくまで1920年代の

団体保険との関連において取り_Ｈヂるに過ぎない。また、現在の団体保険については、別の

機会に考察することをここで断っておきたい。

(1)団体年金と団体災害死亡・障害保険を提供していた企業も若干数はあったようである。

－１０８－



なお、1920年代の団体保険を考察する場合、まずアメリカにおける1920年代の労務管理の

意義づけがあり、様々な労務管理施策の中で福利制度が、そしてその福利制度の中で団体保

険がどのような位置にあるかを明確にした後に、その実態を考察し、団体保険の意義とその

本質を明らかにするのが本来の研究態度であろう。だが、筆者は、1920年代に福利制度とし

て実施されていた個々の制度一例えば、この小論で取り上げる団体保険、それ以外に企業年

金､利潤分配制､持株制､各種の従業員サービスなど－を別々に取り上げ､それら個々の制度

のもつ意義と本質を明らかにし、そして、それらを総合することで、つまり個々の制度間の

関係、並びにそれらと当時の「人事管理」２)方策や会社組合などとの関係という二重の関

係を明らかにすることで､｢厚生資本主義（WelfareCapitalism)」という評価を与えられたり、

「福利厚生制度設置運動（WelfareMovement)」と呼ばれた1920年代の福利制度の意義と本質

が明確にされ、ひいては1920年代のアメリカにおける労務管理の本質に迫れるのではないか

と考えている。

そこで、この小論では、＿上述のような分析視角に基づいて、1910-1920年代の団体保険、

特に第一次大戦後のそれに焦点をあて、その意義と本質を明らかにしたい。

１．団体保険とは

団体保険とは、個人が選択し個人の意志で加入する個人保険とは異なり、企業や同業組合

の代表者が契約者となり、その従業員や構成員を被保険者として一括加入させる生命保険や

傷害・健康保険のことである３)。それは、保険期間が一年で、毎年更新して継続される定

期保険である。

その特徴は、①一括方式のため諸経費が節約できること、②若年従業員や健康な従業員が

加入しているため死亡率が低いこと、③高年齢者は脱退し若年者が新規加入するすることで

団体の年齢構成がほとんど変化しないこと、といった理由から、保険料がほぼ一定でしかも

個人保険の比較して低廉なことにある。さらに、年齢、性別、国籍、人種、健康状態、職務

の危険度といった項目にかかわりなく、－企業のすべての従業員、もしくは有資格者の75％

以上の従業員が、健康診断なしに加入が認められている。このような団体保険のもつ特徴が、

それが福利制度の一環として広範に利用される要因となっている。

この小論は、1920年代の団体保険を対象としている。そこでこの節では、当時団体保険は

どのようなものとして理解されていたかをみておきたい。

アメリカにおける団体保険は、次節でみるように1912年以降その本格的な展開を遂げてい

る。1929年と1934年に報告〒ﾄﾄﾞを公にして1920年代の団体保険を分析している全国産業調査局

（NationallndustrialConferenceBoard，以下NICB）によると、団体保険は、「従業員の

一団もしくは集団に対し、個人で申し込む場合よりも少ない費用で、保険保護を提供する－

つの方法である」４）と規定されている。

(2)このようにカッコ付きで「人ＬＩ婿翻」を使用した理由については、拙柿「『雇用部』の機能について」

（『大阪産業大顎論集（社会科学編)461号、昭和59年12月）を参照してほしい。

(3)なお、本論では特に断りのない限り、団体保険は団体生命保険をさすものとする。

(4)ＮＩＣＢ伽｡Z‘s/伽/Ｃγo”んs"ね"carevisedl929,ｐ・９なお､この文献は､以~M7dz4stγjtz/と略す。

(5)DidLp､６．

(6)生命保険協会『欧米の団体保険｣、l1ilLI和52年、１１ページ。
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こういった、概略的な規定は当初からあったのであろうが､｢用語やテクニックに関して、

一般的な理解や同意」５)がなかったことから、｢すべての州が団体生命保険の取り扱いを均

一にするための基準の設定が要請」６)され、団体保険の定義の必要性が主張された。こう

いった要請に答えて、1918年に開催された各州の保険制度規則団体の代表者からなる全国保

険監督官会議（NationalConventionoflnsuranceCommissioners）において、次のように

定義された。

「団体生命保険は、５０人以上の従業員を対象に、有診査または無診査にて使用者宛に発行

する一保険証券により担保する保険形態であって、その保険料は使用者単独または使用者と

従業員との分担により払い込まれ、付保される従業員は－使用者に属する全員かまたは雇用

条件により決定される一階層もしくは数階層の全員とし、その従業員の保険金額は個別選択

を排除する方式により定められ、かつ使用者以外の者の利益のために付保されるべきてある。

ただし保険料が使用者と従業員との分担により払い込まれる場合には、有資格者の全員にこ

の保険の特典が供与されかつ従業員の75％以上がこの保険に加入することを要するものとす

る」７)、と。

この定義の解釈は、ＮＩＣＢの調査において、無拠出制と拠出制に分けてもう少し詳しく以

下のように展開されている８)。

〈無拠出制〉

ｌ、最少限50人の従業員が必要。

２，保険が提供されるのは、－人の使用者によって雇用されているすべての従業員、あるい

は、雇用されている従業員のうち特定の－階層のすべての従業員でなければならない。

３、この上述の階層は、雇用それ自体に関係する条件によって決定されなければならない。

４、個々の従業員に提供される保険金額は、個々の従業員の選択を排除する制度に基づかな

ければならない。

５，全従業員は、彼らがその制度に定められた勤続期間もしくは試用期間を経過した時自動

的に保険が適用される。そして、保険は雇用期間が終われば自動的に解約される。

６，保険給付金は、従業員によって指名された受取人に支払われなければならず、いかなる

場合でも使用者に支払われることはない。

〈拠出制〉

ｌ、保険が提供されるのは、一人の使用者によって雇用されているすべての従業員、あるい

は、雇用されている従業員のうち特定の－階層もしくは数階層のすべての従業員でなけ

ればならない。この階層は、無拠出制の場合と同じ方法で決定される。

２、無拠出制の第４．５項が、同じように適用される。

３、少なくとも50人の従業員、もしくは有資格者の75％が保険が効力を発揮する前に制度に

(7)NICBRece"ノル2ﾉc/””e"/MzI>zd"s/γ、/Ｇγo〃I>zs"、"cc,1934,ｐ､６．

なお、この文献は、以下他Ce"'と略す。ShepardBCLough,ＡＣＣ"/"ひq/Ａ”cγｊｃａ〃Ｌ枕

Ｉ>zs"､i"ceColumbiaUniversityPress,1946,p､12．CharlesK.Ｋnight,AdDα"ccdLlybDzs"、"Ce，

JohnWiley＆Sons,Inc.，1926,p308．JosephB・MacLean,Ｌ旗I>zsz‘、"cc,McGrow-HillBook

Company,Inc.，1939,ｐ383．生命保険協会、前掲評、１１ページ、ただし原文通りではない。

(8)NICBRece"t,p､７

(9)必jdmpp､７－８．
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加入していなければならない。

４，保険証券は、保険会社が従業員の保険料を集め、そして必要とされる手数料を保険業者

に支払ってくれる使用者に対して発行される。

この中で特に'１１]題となるのは、無拠出制の第５項（拠,ｌＩｌ１制の第２項はこれを含んでいる）

であろう。そこでは､｢使用者は、ただその事務員だけを付保したり、もしくは、望むなら労

働者といった特定の階層の従業員を除外してもよかった。しかし、そのような決定は、職業、

工場の場所、勤続期間の長さといった雇用に関係する条件に基づいてなされねばならなかっ

た」９)のである。つまり、この定義が採用された時点で、勤続期間を条件に団体保険の提

供をなすことを正当化し、さらに特定の従業員のみを対象とすることを可能にしていたので

ある。

この定義には、団体保険の特徴を明示する以下の諸点が列挙されている。

①団体保険は、２５人未満でも認められるものも中にはある１０)が、一般に50人未満では加入

できない。

②健康診断を実施する場合と実施しない場合がある。普通、団体保険加入には健康診断は不

必要だか、いくつかの州では、その州の保険法で必要なことをうたっている１１)。ただし、

多くの事例ではその必要はないとしている12)｡｢団体保険は、身体検査の必要なしに、低

保険料で包括担保（blanketcoverage）を提供する」１３)といわれる所以である。

③保険料負担の方法は､定義では使用者全額負担の無拠出制（non-contributry）と使用者と

従業員の負担による拠出制（contributry、分担制）の二つしか示されていないが、全額

従業員負担という制度もある。また、従業員が追加金を負担して企業の提供する保険に上

積みするという制度もあった。なお､｢拠出制の場合、使用者の拠出金として要求される最

低限度は、普通、全費用の約25％」１４)であった。

④その対象については、すでに触れたように、企業の従業員全体か、もしくは特定の従業員、

例えば、共済組合員のみ、工場労働者だけ、事務員、男子従業員、既婚男子、一定額の給

与をもらっている者、管理者のみというように制限してもよかった'5)。

しかし、この全国保険監督官会議で採用された定義には、団体保険の形態に関する記述が

ない。この点は、ＮＩＣＢの1929年の報告書によると二種類あり、団体生命保険（grouplife

insurance）と団体疾病．傷害保険（groupsicknessandaccidentinsurance）である16)。

(１０)NICBDzd"ｓｔγ〃,ｐ､１１

(１１）“GroupInsuranceExperienceofVariousEstablishments,”川"/ｶﾉｌｙＬａ６ｏγ化zﾉねzu，ＶＯＬ24,No.６

（June,1927),ｐ､79．

(12)ＮＩＣＢI>zdz4st伽/,ｐ・ｌＬ

(13)Ibjdmp､18．

(14)１Ｍメ，ｐ､14．

(15)ルｊｄＬｐ､２１．

(16)Ｉ６ｉｄ，ｐ､９．

(17)ＮＩＣＢ,ルCe"/,ｐ､１．

(18Ｗ０"ﾉﾉMyLa6oγルルzu,clP､Cit.,ｐ､７７．

(１９)生命保険協会、前掲評、１０ページ。もちろん、それ以前にも同じ趣旨の制度がみられてはいたが現実的

なものとして機能していたのは、この1911年のものが蛾初であった(MarshallDiebold，“Grouplnsur-

anceinlndustry,”〃だo"Ｍ,ＶＯＬ5,1928-29,ｐ､177.）。
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また、1934年の報告ｆ１ﾄﾞによると、上述の二秘類以外に[J1体年金（groupannuitiesandpen-

sion）と団体災害死亡傷害保険（groupaccidentaldeathanddismembermentinsurance）

が含まれている'7)。

この定義が、1918年にニューヨーク州の保険法の第１０１条（ａ）項に規定され、施行されて

いる'8)。その後、同様の定義がいくつかの州法に規定された。この点で団体保険が形式的

に開始されたのは、1918年であるとされるのである。

２．団体保険の発展とその意義

アメリカで現代的な概念としての団体保険が創設されたのは、1911年にエクイタブル生命

保険会社（EquitableLifeAssuranceSocietyoftheUnitedStates）が、ニュージャー

ジー州のパンタソート皮革会社（PantasoteLeatherCompanyofPassaic）に対し、団体生

命保険証券を発行した時とされている'9)。

この会社の団体保険設置の[1的は、労働移動を減少させることにあり、開始当初35％で

あった移動率が、１年後には15％へと低下していた。そして、この減少は、団体保険を設置

したことによる従業員のグッド・ウイルの獲得によるものと理解されていた20)。この労働

移動の減少が、団体保険だけの効果によるものかどうかについては疑問の残るところである

が、この事例に示されるように、団体保険のスタートはうまくゆき、その後労働移動との関

連で団体保険が議論されるようになったことは事実である。なお、前節との関連で付け加え

ておくと、この会社の従業員の53％は何ら保険の保護は受けておらず、残り４７％の従業員に

してもその掛けていた保険の平均保険額は、１５０ドルに過ぎなかった21)。

ただし、この企業はその経営規模が小さく、従業員数は１００人未満であった22)。そのため、

実質的に団体保険が開始されたのは、1912年に百貨店兼通信販売会社であるモントゴメリー

・ウォード社（MontgomeryWardandCompany）が、約3,000人（シカゴ本社2,054人、キャ

ンザス・シテイの支店858人)23)を担保とした､約600万ドルの保険を採用した時とされる24)。

このモントゴメリー・ウォード社の団体保険は、一年更新、保険料は月払いで全額使用者負

担の団体生命保険であった。

これ以降のアメリカにおける団体保険の成長は非常に著しかった。この点を、保険金額の

増加から見ておこう。第２表に示されているように、1912年に約1300万ドルであったものが、

1919年末にほぼ１億ドル、1919年末には１０億ドルを超え、1920年代の初めに若干の退歩は

あったものの大恐`慌まで着実に増加していたことがわかる25)。特に、1914年と1917年の対

前年増加率は非常な高率であり、｢団体保険は、第一次大戦中および大戦後に非常な刺激を与

(20)(21)MDiebold,OP.ｃﾉﾉ.、ｐ・’77．

(22)NICBRCc2"/､ｐ､２．

(23)生命保険協会、前掲iII;、１０ページ。

(24)ＮＩＣＢ伽｡zｲsﾉｧﾉα/,p､１７．

(25)エプスタイン（AbrahamEpstein）によると、この数字は、1912年に13,172,198ドル、1917年に346,52
5,472ドル､1922年にＬ852,593,553ドルとなり､l924f1ﾐに61のIjL険会ﾈ'２で3,264,638,213ドルとなっていた

（AEpstein，“IndustrialWelfareMovementSappingAmericanTradeUnions,”CzZγγe"ｔＨぶoか,ＶＯＬ

24,Jan.－Sep.，1926.pp518-519.）。
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第２表

(,11',所）ＮＩＣＢ的cc"ノルz1e/”"?c"//〃肋d"ｓｊγjtJ/Ｇγo”んszｲ、"cc,24ページより作成。

えた26)」と、いわれる通りであった。1914年の非常な増加率は、アメリカの全産業が戦時生

産体制に見合わせるべく、その組織を拡大した結果であり、1917年の拡大は、アメリカの参

戦によるものであって､｢明らかに、不安定な労働状況が、多くの使用者に対して、労働力不

足と労働移動率の高い時期に従業員を保持しておく方法として団体保険を導入することに駆

り立てた」２７)という状況のもとでの増大であった。

まさにこの時期に､｢すべての人事管理方策（personaldevices）のなかで、団体保険は、

その『担保された（covered)』労働者数とそれに相応する保険金額の両者においてもっとも

驚異的な成長を亨受した」２８)のであった。

以上のような団体保険の急速な発展は、それが福利制度として当時の企業が直面していた

問題の解決にとって、何らかの形で貢献しうるのであったこと、並びに実際上そのようなも

のとして役立っていたことを示している。団体保険の発展をもたらした要因の中心が、この

ような企業の直面していた問題解決という側面にあったことは否定しえないが、それに加え

て従業員側の要因一つまり従業員が団体保険を必要とし、また団体保険がその要請に答えう

るものであったこと－があったことも見逃せない所である。ここに団体保険設置の意義が

あった。企業の側の要因については第４節で考察するので、この節では従業員側の要因に焦

点をあてておこう。

団体保険は、１９世紀半ばから始まり、１９世紀末に本格化したアメリカにおける生命保険事

業の成長とそこでの個人保険の増大に刺激を受けつつ、個人保険とは違った意図のもとに登

場し、発展してきたものであった。この点をハケット（J､Ｄ・Hackett）は､｢団体保険の目的

は、従業員本人が死亡した場合に、貧困な扶養家族を残してゆくという恐れを彼らから取り

除くこと」２９)とし、｢団体保険は、一般にどのような工場でも適用されているが、未熟練労

(26)ＮＩＣＢ伽d"S/γjtZ/,ｐ､１９．．

(27)ＮＩＣＢ肋ｃｃ"/,ｐ２５．

(28)RobertW・Dunn,ＴｈｅＡｍｅγ/cα肱ａｔｉｏ〃Ｑ/La6o泥InternationalPublishers，1927,ｐ､169．

(29)J・DHackett,Ｌａ６ｏγＭｚ"(ZgP”e"rDAppletonandCompany,1929,ｐ､567．

(30)Iｂｉｄ，ｐ,568-569．ただ､彼の指摘の中の未熟練労働肴の件については､疑問がある。

(31)CKKnighMP,ｃｊｆ，ｐ､３０８．
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年度 金額(千ドル） 対前年増力Ⅱ率 年度 金額(千ドル） 対前年増力１１率

２
３
４
５
６
７
８
９
０
１
２

１
１
１
１
１
１
１
１
２
２
２

９
９
９
９
９
９
９
９
９
９
９

１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１

２
２
８
９
９
５
８
６
７
３
９

７
０
６
４
５
２
０
８
２
４
３

１
２
４
０
８
５
０
７
３
７
１

９
９
９
０
９
９
９
９
９
９
９

３
１
４
９
２
６
７
５
２
８
７

１
２
６
９
５
４
２
４
６
９
４

１
３
６
１
６
５
８

９
９
９
９

１
１
１
１

０
１
６
３
７
９
７
１
８
５

●
□
●
●
●
●
●
■
●
●

｜
Ⅲ

４０２

３
４
６
０
２
５

５
５
２
８
８
４

１

３
５１

'９２３

１９２４

１９２５

１９２６

１９２７

１９２８

１９２９

１９３０

１９３１

１９３２

１９３３

６
６
１
８
３
０
８
９
１
２
２

３
７
７
８
４
９
４
２
１
４
４

９
５
２
９
７
２
４
０
０
７
７

９
９
９
９
９
０
９
９
９
９
９

８
４
９
５
９
４
１
６
４
８
１

６
９
９
２
２
３
２
８
５
０
１

４
１
２
４
４
０
１
８
９
１
９

９
９
７
９
９
９
９
９
９
９
９

２
３
４
５
６
８
９
９
９
９
８

７
４
６
２
５
０
５
４
７
５
１

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

３
９
４
６
８
５
３
８
０
８
３

３
２
３
２
１
２
１



働者の割合が高く、男子労働者が優勢で、平均年齢が低く、従業員が加入している生命保険

が取るに足らないものである工場で、特に適用」３０)されている、というように、生命保険

との関連で団体保険を理解している。それは、個人保険による生命保険の限界を打破し、個

人保険に加入しえない多くの労働者をその対象とすることで、その保険規模をすでにみたよ

うに急速に拡大しえたのである。この点、ナイト（Ｃ・KKnight）が、団体保険の目的は「低

コストで価値のある保護を提供することにある」３')としていることからも理解できるよう

に、その保険料が低廉であったことが大きく影響していたことはいうまでもない。そして、

以上の団体保険の持つ特徴が、一般の多くの労働者をその対象とすることを可能にし､．その

結果、福利制度として団体保険が多くの企業に採用され、1920年代の「福利制度設置運動」

の中で広範に展開された要因となっていた。

では、団体保険の発展を促進した労働者側の要因としてはどのようなものがあったのか。

それには、以下の諸点の存在が考えられる。

ｌ、賃労働者の40％以上がなんら生命保険の保護を受けていないこと、

２、生命保険を掛けている者でもその額が少なく平均500ドル以下であったこと、

３，多くの従業員がその高齢や職業上の危険性により生命保険をまったく受けられないか、

もしくは極端に高い保険料でしか受けられなかったこと、

４，およそ16％の従業員が身体的な労働不能によって標準的な生命保険を受けられなかった

こと、

５、多くの労働者がその必要とする保険もしくは希望する保険の保険料総額を負担できな

かったこと、

６，団体保険なしでは、全従業員の約35％がその扶養家族を金銭的な窮乏状態にしたまま死

ぬこととなったこと、であった32)。

団体保険の登場は、死亡・疾病・傷害といったことが原因として生じる労働者の所得の中

断を、これまでの「帽子まわし（passthehat)」による労働者間の相互扶助に代わって援助

するものとして多くの労働者の間にその価値を認められ、また、企業もその点を認めたので

あった。なお、この点に関連して､｢共済組合は、生命保険よりもむしろ、葬儀費用を提供し

ていた」３３)という指摘を最後に示しておこう。

３．１９２０年代の団体保険の実態

この節では、ＮＩＣＢの調査に基づきながら、1920年代のアメリカにおける団体保険の、特

に団体生命保険の実態を考察してゆきたい。

すでに述べたように、団体保険に関するＮＩＣＢの調査には、その主要なものとして二つの

調査があった。なお、それら以外に、人事管理制度や労資関係に関するいくつかの調査の中

で団体保険を扱ったものがあったことは言うまでもない34)。ここでは、これらの調査のう

ち、1927年にその報告書が出され、1929年にその改定版が出た、〃〃s/γ〃Ｇγo〃伽”
α"ｃｃを中心として、1920年代の団体保険の状況をみてゆきたい。

具体的な内容に入る前に、このＮＩＣＢの調査の概要を示しておこう。この調査は、８０万人

(32)ＮＩＣＢ伽d"S/γ､/,ｐ､18-19．

(33)J・DHackett,”,Ｃｉｔ.，ｐ､５６６．
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第５表団体保険を導入した

時期（企業数）

第４表第３表

(''１，所）ＮＩＣＢ此dz4sfγjtzノ

Ｃγりゅ〃s"、"Ce，

１０ページより作成。
(注）団体生命保険のみ。

(Ｈ',所）ＮＩＣＢ〃`zｨＳｔγね/Ｃγozの

"S"わ"Ce，ユクZ｡“′“’ＬＬと，

（出所）ＮＩＣＢ,I>zdzｨsノア､/Ｃγozｲｶ
２５ページより作成。

Ｉ)ｉｓ"ね"cc’

１０ページより作成。

以上の従業員を持つ、そのほとんどが製造業である618社を対象としていた。調査H寺点での

これら618社の保険金額は約１３億ドルで、アメリカにおける団体保険全体の約1／４，従業員数

のl／6以上を網羅していた35)。この618社の企業規模別の分布は、第３表の通りである。ま

た、規模別の従業員一人当たりの平均保険額は、第４表のとおりである。

まず、これらの企業が団体保険を導入した時期からみてゆこう。618社のうち、導入の時

期がわかっている595社については、第５表の通りである。1917～21年に開始されたものが

約50％、1921-25年に開始されたものが約45％であった。まさしく、団体保険は第一次大戦

中および大戦後に非常な刺激を受けたのであった。

その団体保険の種類については、618社の制度のうち、

１，５３７社の制度は、死亡もしくは死亡と永久的全体的な労働不能をカバーしていた。

２，４社の制度は、疾病と傷害による労働不能をカバーしていた。

３，７７社の制度は、死亡、永久的全体的な労働不能、そして疾病と傷害による労働不能をカ

バーしていた36)。

つまり、その大部分が団体生命保険であった。ＮＩＣＢの1934年の調査では、４種類の保険が

区別され、それぞれについて調査が実施されていたが、第６．７表のように1920年代では団

体生命保険が中心であり、疾病・傷害保険については若干触れられていたに過ぎなかった。

その対象となる従業員については、417社は、全従業員を対象としていた。４１社は、共済

組合の組合員のみを対象としていた。１１社は、不確定な限られたグループを対象としていた。

７社は、工場労働者だけを対象としていた。いくつかの企業は、事務員、男子従業員、既婚

(34)これらの調査のうち、主要なものは、

ＮＩＣＢ,〃”s/γね/Ｃγo”んszｲﾉtz"ｃｃ,revised,1929．

ＮＩＣＢｂｚ伽SﾉｧヵﾉﾉMZzrio"ｓＰγＯｇｍｒｗＳｊ〃Ｓ加αﾉﾉＰ/α"/S,1929．

ＮＩＣＢ/>2.2‘s/γｊｔＷＭａｒｉｏ"s:Ａｄ〃"ぶ、//olzq/ＰＭｃｉｃｓα"dDQgm加s,1931．

NICBRcce"/Dczﾉe/”腕c"tsi〃Ｉ"d"s/γね/Ｃγo”んszｲ、r"Ce,1934．

(35)ＮＩＣＢ,１ｍ"s/伽/,ｐ,１０．

(36)〃jdL，ｐ､20.
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一企業当たりの

従業員数

従業員一人当た

りの平均保険額

１

１

３

200人未iiMi

201-500人

501-800人

801-1,000人

001-1,500人

501-3,000人

001-5,000人

5,001-10,000人

10,001-15,000人

15,001-25,000人

25,000人ｕ」を

しｊド２
２
７
８
８
７
９
９
６
３
９

０
３
７
８
９
７
０
６
９
６
２

１
１
１
１
０
０
２
４
６
５
２

９
０
９
▽
？
９
９
０
９
９
９

１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
２

一企業当たりの

従業員数
企業数 従業員数

１

１

３

200人未満

201-500人

501-800人

801-1,000人

001-1,500人

501-3,000人

００１－５，０００人

5,001-10,000人

10,001-15,000人

15,001-25,000人

25,000人以’二

不明

２
５
２
１
１
１
５
０

３
３
６
２
３
５
２
２

２
１

８
９
９

５１

４
５
２
３
２
５
３
０
０
３
７

６
３
４
４
４
２
４
８
０
８
６

“
４
３
１
３
７
２
１
９
５
７
２

１
９
９
９
９
９
０
９
９
９
９

５
６
９
９
７
５
０
４
８
１
６

２
４
３
１
３
０
０
３
０
７
４

１
１
１
１
１
４

総計 618 １．２３４．９２４

年 数 年 数

２１９１

３
４
５
６
７
８

１
１
１
１
１
１

９
９
９
９
９
９

１
１
１
１
１
１

１
１
９
２
９
２
１

１
１
５
５

'９１９

１９２０

１９２１

１９２２

１９２３

１９２４

１９２５

２
３
５
８
９
５
８

９
９
３
４
６
６
４

総計 595



第６表 第７表

(注）この表は、1928年の調査によるもので、大企業と

中小企業を比較したものである。

(出所）ＮＩＣＢ,Rcce"fDezﾉe/0P腕e刀//〃Dzdz4stγjZz/Ｃγoz`Ｐ
〃s"、刀Ｃａ20ページより作成。

(注）この表は、1927年の時点で調査したものである。

調査対象企業は4,655社、従業員2.505,815人で、９州にわたっていた。

(Ｈ１所）ＮＩＣＢ,R2Ce"tDezﾉe/0P板e"//〃ﾉ、"ｓｉ７ｍ/Ｃγｏｚ４Ｐ〃sz（、"C２．
１９ページより作成。

男子、一定額の給与をもらっている者、管理者、に限っていた37)。そして、従業員の中で

団体保険の適用を受けていた者とその割合は、第８表の通りであった。規模の小さな企業ほ

どその割合は高く、平均を上回っていたが、団体保険の適用を受けている従業員総数からみ

ると、その割合は低かったと言わねばならない。

団体保険に要する費用は、保険金額1,000ドルに対して10.50～１２ドルであった38)。そし

て、費用負担の形態については、第９表の通り、｢初期の団体生命保険は、普通使用者がその

費用を支払っていたが、最近この傾向は、拠出制になってきた｣39)のである。そして、この

点については〈｢この傾向は、第一次大戦中および直後に比べて、いく人かの研究者によって

温`情主義的でなくなってきたことを意味すると解釈されている｣40)ようである。ただし、拠

出制が開始されたのは、1917年である41)｡調査時点での形態別保険額とその構成比は、第１０

表の通りである。

団体保険への加入資格は､｢雇用直後数ヶ月は普通労働移動率が高いので、一般に、使用者

は従業員が一定の勤続を続けるまで団体保険をつけなかった｣42)といわれるように、勤続期

間が重視されており、第11表のように、６ヶ月、３ヶ月、１年の順で多かった。この点は、

AfD"ﾉﾉz/ｌｙＬａ６ｏγ的zMu誌の調査43)でも、ほぼ似通った数値が出されている。この調査によ

ると、８社が１ヶ月、４社が２ケ月、４６社が３ケ月、４５社が６ケ月、４３社が１年と、それぞ

れ勤続期間と団体保険を結び付けていた。また、保険金の支払い額の算定については、３１９

社は勤続、４８社は所得、115社は均一方式、１４社は勤続と所得の組み合わせによって決定す

るというやり方を採っていた44)が、普通、勤続期間に応じてその受け取る保険額は順次増

加しており、６ヶ月から１年では500ドル、１年から２年では600ドル、２年から３年では700

(37)/bid.,ｐ､２１．

(38)I6idb,ｐ､２６．

(39)(40)〃ｊＱｈｐ､22．

(41)Ｍ・DieboldpP,Ｃｉｔ.，p､178．

(42)〃ｊＱｈｐ､２１．

(43)Ｍ）"ﾉﾉMyLa6oγＲＣｚＭ(ﾉ,”.ｃｉｆ.，ｐ､７９．

(44)ＩＭｉ,ｐ､２６．

(45)〃idb,ｐ２５．
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企業

数 ％

従業貝

数 ％

全企業

共済組合

死亡給付

健康・傷専給付

け1体保険

生命保険

健康・傷喜保険

年金制度

４．６５５

１

697

820

880

662

660

０
０
６

４
２
２

●
ｏ
●

●
●
▲

０
５
７

０
４
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０
１
１

４
１
１

１ ５
２
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７
１

２
９

１

８
７
３

２
勺
●

０
‐
９
●

■

５
２
８
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０

１
９

３
５

０
０

１

１
０
９

●

２
１
１

１

０
３
９
８
２
９
－
勺
●

４
９

６
８
３
９

０
４
８

１
５
５

■
●
●

●
●
■

０
０
３

５
４
９

０
４
４

４
１
３

１

全死亡給付

全健康・傷害給付

７
２

７
８
５
４

ｚ
Ｌ 55.4

31.8

２，１４２，９３９

Ｌ４６２．６８０

85.5

58.4

従業員250人末

満の4,409社

数 ％

従業員250人以

上の1,676社

,数 ％

共済組合

死亡給付

疾病・傷害給付

団体保険

生命保険

疾病・傷害保険

年金

個人

団体

８
３
１
５
０
５

９
２
４
８
０
８

１
１
１
０
６
４

２
１

６
５

０２

５
８
２
３
３
０

７
１

０
●
●
Ｂ
●
Ｃ

●
二

４
２
３
７
６
１

４
０

４
３
１

１

498

482

547

046

786

260

443

3２

７
８
６
４
９
５

４
９

●
●
●
●
●
●

●
▲

９
８
２
２
６
５

６
１

２
２
３
６
４
１

２



ドル、３年から４年では800ドル、４年から５年では900ドル、５年以上では1,000ドル45)と

いうのが一般的であった。

第８表

((''１所）NICBbzd"S/γjZz/Ｇγo”んs"γα"cc,21ページより作成。

第10表第９表

(注)卜Ⅱ体生命保険のみ。

(出川｢)ＮＩＣＢ,I>z〃s/γね/Ｃγo妙
伽"わ"cc,24ページより作成。

第11表

(注)団体生命保険のみ。

(出所)ＮＩＣＢ’ん｡"s/γjtz/Ｇγo”I>zs"、"Ｃｅ,23ベーンより作成。

('''１所)NICBjzdz4Srγjtz/

Ｃγひゆ／>zs"、"cc，

２０ページより作成。

－１１７－

－企業当たりの従業員数 従業員数 保険を受けている従業員数 ％

１

１

３

200人未満

201-500人

501-800人

801-1,000人

001-1,500人

501-3,000人

001-5,000人

5,001-10,000人

10,001-15,000人

15,001-25,000人

25,000人u-l2
３
０
５
３
６
３
３
０
０
５
７

４
１
５
４
２
９
４
８
０
０
６

０
９
３
３
５
２
１
９
５
１
２

９
９
９
９
９
９
９
９
９
９
９

５
５
８
９
６
６
０
４
８
１
６

２
４
３
１
３
９
０
３
０
３
４

１
１
１
１
４

５
５
０
２
１
８
９
５
７
７
８

０
０
７
９
２
６
２
４
０
０
８

５
６
７
２
２
４
９
２
８
２
２

９
１
９
９
９
９
９
９
９
９
９

０
６
１
５
６
０
８
２
１
０
１

２
３
３
１
２
７
６
０
７
９
９

１
２

９
７
８
１
８
２
８
７
２
８
３

●
●
●
●
●
■
●
●
●
●
●

１
９
２
９
１
３
８
５
６
８
５

８
７
８
７
７
７
６
７
６
６
６

総数 １．１８２．４６５ 825.337 6９．８

団体保険の形態 保険額 ％

無拠出制

拠Ⅱ'Ｉ制

従業fj全額負担、

迫力l1il<j保険

２
０

０

５
０

０
３
８

２
９
９

９

５
７

３

８
８

３

７
９

６
９
９

９

３
０

０
８
６

８
５
５

６
８

６
●
●

７
５

６

４
４

年次 無拠,'''１制 拠,１１１，制 無拠([}制と無拠|||制 不明

'９１２

１９１３

１９１４

１９１５

１９１６

１９１７

１９１８

１９１９

１９２０

１９２１

１９２２

１９２３

１９２４

１９２５

不明

１
６
１
１

７
５
４
０
３
９
０
０
８
５

１
４
４
８
８
２
３
４
２
１

６

１
１
４
３
７
６
７
５
３
５
７
７

１
２
３
３

６

｜
’
｜
’
｜
’
’
２
１
１
２
３
３
１
２

｜
’
｜
’
’
２
’
３
２
’
２
３
’
１
７

総計 435 １５２ 1５ 2０

勤続期'111 企業数

必要なし

２週Ⅱ'１

１ヶ１１

６週間

２ヶ１］

３ヶ１１

４ヶⅡ

６ヶ）１

９ヶ｜］

１ 年

２ ｆｌ２

３ 年

５ 年

２２

１
４１

１
３
９

１
２
１

３
１
３

４１

４０１

４
２
２



４．団体保険の本質

この節の目的は、前節の実態に基づいて、第一次大戦中から1920年代にかけて急速に発展

した団体保険の本質を明らかにすることにある。

ただ、第一次大戦中は、戦時下という特殊事情を考慮しなければならず、したがってこの

節の考察の中心は、1920年代の団体保険になることをここで断っておかねばならない。しか

し、戦時下において、前節でみたように団体保険の急速な拡大がみられたことも事実である。

その影響がその後の、特に1920年代の発展にかかわっていたことは大いにありうることであ

る。そこで、戦時下において、どのような理由から団体保険が多くの企業に導入されたのか

を簡単に考察しておく必要がある。

大戦中の団体保険の拡大は、団体保険が労働移動を引き下げる有効な施策であるという、

保険販売者たちの評価に基づく宣伝効果も大きな影響を与えていたが、戦時下における労働

力不足とそれを反映した高い労働移動という否定的な局面の中で、従業員を保持しておかね

ばならないという要請に応えるべく導入されたものである。そこでは、団体保険の労働力の

維持・安定に対する機能に主眼が置かれていた。

では、1920年代はどうであったのか。

アメリカにおける団体保険の発展ならびに団体保険の意義、つまり従業員がそれを必要と

していた要因と団体保険の1920年代の実態については、前節まででみてきたところである。

そこで、この節では、ＮＩＣＢの調査を中心に、企業がどのような意図をもって団体保険を導

入したのか、つまり団体保険の本質を明らかにしたい。この点に関し、わが国の研究者の間

でもこれまでにいくつかの点が指摘されている。ここでは、その代表的なものとして、泉卓

二教授と田島司郎教授の見解を取り上げておきたい。

泉教授は、団体保険をその「保険料が他の個人保険に比べて定率であるということから低

所得者の労働者や個人保険では高い保険料を支払わざるをえない高年齢の労働者にとって有

利な制度」４６)であるとされ､｢Ｒ1体保険の力１１入資格要件として勤続が重視されている」４７)こ

とから、「この勤続期間の長さは、賃金とともに保険金額を左右する基本的な要因であるがた

めに、労働者の企業への,忠誠と労働移動の減少に貢献するという働きをもっていることは否

定できない」４８)とされている。以上のように、泉教授は､｢労働者の企業への`忠誠」の培養

と「労働移動」対策を、団体保険の目的として挙げておられる。

一方、田島教授は、団体保険の機能を二点において指摘されている。その第一点は､｢保険

契約は労働者の同意なしで、会社側の意向で破棄され得る上に、加入資格要件として勤続年

限が設定される場合もあり、さらに－たび離職すれば、その時点で契約は失効する以上、企

業への忠誠＝永年勤続、従業員の企業への緊縛．奨励、施策であった」４９)ことから、｢労働

移動の減少一定着率の向上」を挙げておられる。第二点は､｢労働組合活動への牽制一賃上げ

の代巷物」とされ､｢職務への貢献、企業への,忠誠心の心理的環境を醸成することは、団体交

渉一ストライキによる賃上げという組合活動のパターンに対する労働者の意識を希薄化する。

温情的ボーナスとして団体保険の保証をあたえ、経営者は、賃上げ圧力から回避される｣50）

ことを指摘されている。

(46)(47)(48)泉卓二『アメリカ労務梼理史論』、ミネルヴァ詠房、1978年、130ページ。

(49)(50)'１|島司郎『アメリカ労務符理形成史』、ミネルヴァ１１$房、1981年、125ページ。
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両教授とも、団体保険が勤続期間をその資格要件としていることを根拠に、それが当時の

アメリカ企業が直面していた労働移動問題への対策として導入されたと指摘されているので

ある。この点に関してはＲ､Ｗ､ダン（ＲＷ,Ｄｕｍ）も、団体保険は「労働者の忠誠心を特定の

工場もしくは会社に固定しておくための方策」５')として急速に発展したというように同じ

ような主張をしていた。また、世紀転換期にオープン・ショップ運動を展開していた全国製

造業者協会（NationalAssociationofManufacturers）も、１９１３年頃にその方針を若干変

更し52)、さまざまな福利制度を擁護する－もっともそれが対組合方策として役立つという

ことが理解されたからであるが－なかで、労働移動を減少させる有効な手段として使用者の

提供する団体保険を支持していた53)。以上のような状況のもとで、その初期（1910年代、

特に第一次大戦集結までの次期）には団体保険が、それが労働移動問題に対して果たす機能

に期待されて多くの企業に設置されていたとの見解・主張については、筆者もほぼ賛成であ

る。当初の団体保険の多くが、すでにみた第９表のように、無拠出制であったことを考慮す

ればこの点は明らかである。また、ＮＩＣＢの調査においても、第12表のように、労働移動と

`の関連を団体保険導入の第一位にあげている。しかし、1920年代の団体保険についてもそれ

までと同じように労働移動との関連で把握するだけで十分であろうか。

すでに示した1918年の団体保険の定義にもあったように、勤続年数を条件に団体保険を提

供することは、当時にあってはもはや当然のこととみなされていたのである。この点だけを

捉えて、団体保険が労働移動と直接関連しているということで1920年代の団体保険を理解す

ることにはいささか問題があるのではないだろうか。さらに、この点に関して泉教授が､「こ

のような資格要件の制限は、労働移動率が高く、低賃金水準の非熟練労働者、とりわけ就業

が不規則な移民労働者にとってはほとんど無縁な厚生計画であるといってよい」５４)とされ

ているように、当時の労働移動のもっとも大きな割合を占めていた不熟練労働者を意識した

対策とはなっていなかったのではないだろうか。

この点をハケットは､｢団体保険は、それがしばしばこの目的で設置されるのではあるが、

実質的には未熟練労働者の労働移動を引き下げるものとなっていない。特に、団体保険が

３ケ月以上雇用されている労働者に適用される場合にはそうである｣55)と述べ、また、ＮＩＣＢ

の調査も、一定期間の雇用の後に団体保険が提供されるのであるから、｢労働移動のかなりを

部分を構成する『職業を転々と稗える人（floaters)』には影響しなかった」５６)としている。

そして、1920年代の後半には、団体保険の流行にもかかわらず、､｢団体保険はどの程度労働移

動に影響を及ぼしてきたのか」５７)が問題にされるという状況になってきていたのである。

(51)ＲＷ・Dunn，“ThelndustrialWelfareOffensive,”』.Ｂ､Ｓ・Hardmaned.,Ａｍｅγ加刀ＬａｄｏγＤｙ"α”Cs，
HarcoutBraceandCompanyl928,ｐ,２１５．

(52)この点に関しては、拙稲「アメリカにおける企業内福利厚生制度の展開」（｣Z林・笹111編『企業・経営

の史的展開｣、ミネルヴァ評房、1989年）を参照のこと。

(53)ＡＧ・Taylor,Ｌａ６ｏγＰＭｂｊｃｓｑ///DC/Vtztjo"α/Assocjtzt/0〃ｑ/Ｍｚ"zｨ1/fzct"花だ,UniversityofIIIinois,1927,
pp64-65．

(54)泉、前掲祥、130ページ。

(55)J・DHacketMP.ｃ此ｐ､569

(56)ＮＩＣＢ〃｡"S/γ、/,ｐ,39．

(57Ｗ０"/ｶﾉb'ＬａｂoγＲａ）jCz(ﾉ,0P・czt.，ｐ､７８．
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第12表

(出所）ＮＩＣＢ,此dz4sjγjtz/Ｇγo〃んs"γﾛ"cc,19-20ページより作成。

以上の点から、第一次大戦後は、拠出制の団体保険の登場とその相対的比重の増大、さら

に受給資格要件としての勤続期間の重視に示されるとおり、労働移動の防止よりも一定の雇

用期間を経過した従業員の安定を図り、彼らの忠誠心を培養し、企業帰属意識を高めるもの

としての機能が重視されるようになったのである。このことは第13表の結果からも理解でき

る。総回答数776のうち、労働移動に関するものは186で、全体の24％を占めていたに過ぎな

い。それゆえ、当初労働移動との関連で導入され、その点では一定の役割を演じていたとし

ても、団体保険が多くの企業に本格的に導入され始めた第一次大戦後は、従業員の維持・安

定（これも労働移動の防止と考えられるが、当時の労働移動の中心は雇用３ヶ月未満の不熟

練労働者であり、ここでいう安定は一定期間雇用された後に、企業にとって必要な労働力と

判明した後の労働者の維持・安定）を図り、彼らの忠誠心を培養するものとしての機能を果

たしていたのである。

では、田島教授が指摘されていた第２の機能である､｢労働組合運動への牽制一賃上げの代

替物」についてはどうであろうか。

もちろん、団体保険が労働組合運動をその意識下に置いていたとされる田島教授の見解に

は全面的に賛成である。しかし、それが賃上げ圧力と直接関係するとされる点についてはど

うであろうか。さらに、1920年代のでの団体保険の掛金負担制度の中心にあった無拠出制の

場合ですら、ダンが､｢無拠出制は、しばしば労働者に対して、彼が好むと好まざるとにかか

わらず、雇用条件として与えられる」５８)と指摘しているように､｢雇用条件」として与えら

れているものであれば、団体保険が団体交渉に影響するとは少し考えにくいのではないだろ

(58)Ｒ,WDunn,Ｔ/ZCA"cγｊｃａ肱ａｔｊｏ〃ｑ/Ｌａ６ｏハｐ､172．

(59)乃飢,p,171．

(60)Ｒ,WDunn，“ThelndstrialWelfareOffensive,”ｐ､215.
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団体保険導入の理由 企業数

労働移動を引き下げるため

従業員とその家族の救済

よりよい協調心と忠誠心の獲得のため

従業員の勤務と忠誠心の評I1liの表明

ギフトとして、もしくはギフトの代わりに

生命保険に加入していない従業員に保険を提供するため

普通の生命保険制度には肉体的もしくは他の理由で力１１入しえな

い従業員に保険を提供するため

一般的な博愛主義的理由

従業員の悩みの一つを取り除くことで能率向｣二をはかるため

職位への志願者を引きつけるため

従業員間の代金回収や会社からの拠ｆｌｌＩ金を除くため

ボーナスや年金の代わりに

従業員の要請に応えて

労働組合もしくは競争会社が実施している給付を提供するため

共済組合から提供される給付を増大させるため

共済組合の組合員を奨励するため

９
１
９
４
９
５

０
０
５
３
１

２
０
８
６
２
２

２
２
１
１
１

１
１

８
７
７
３
１



第13表

７７６０００

(注）550社の複数回答による。なお、比率は伊藤の計算である。

(出所）ＮＩＣＢ’んdz4stγ、/Ｃγo〃んszｲ、"Ce,p,４３．

うか。また、賃上げの抑止となる点についても、1920年代以降は拠出制が大幅に増加してき

たという事実が示しているように、あまり効果はなかったと考えられる。それよりも、ダン

が主張しているように、その保険金額がわずかなものであったことから、｢給与袋の中のこの

程度の金額は、労働者に対しては無条件に侮辱となると主張される。しかし、保険の形態で

は、それは非常に魅力的なものとなり、労働者に対して会社が自分たちに非常に多くのこと

をしてくれているのだという印象を与える」５９)ことになるのである。それは､｢労働者の忠

誠心を特定の工場もしくは会社に固定しておくための方策」６０)と考えた方が良さそうであ

る。つまり、従業員の組合への忠誠ではなく、企業への忠誠を獲得するものとなっていたの

である。

だが、団体保険は非組合工場（non-unionshop）を創出するのに役立つ制度の一つとして、

アメリカン・プランを推進している使用者団体によって宣伝・普及されていたことも事実で

ある。すでにみた全国製造業者協会もその－種であった。ただし、団体保険だけで労働争議

に対する万能薬となる考えるのはどうであろうか｡｢団体保険のもたらした諸結果を評価する

際には、たいていの企業においては、そのような保険は、労使関係に関する広範な制度の一

つに過ぎないということは忘れるべきではない」６１)のである。この点に関して、第２図を

見てほしい。この図は、500社を対象とした調査の結果を示したものである。この調査結果

は、２１の州（コロンビア行政区も含む）の41業種からなる195社の有効回答をグラフで示し

たものである。それぞれの企業は、１００人から24万人の従業員規模からなっており、195社全

体で総計2,391,000人の従業員を雇用していたようである62)。調査結果は、グラフに示され

ているように、①雇用（employment)、②維持（maintenance)、③給与支払い（payment)､④

賃金決定要因（factorsinwagedetermination)、⑤保険（insuraHbe)、⑥啓発（develop‐

ment)、⑦研究（researchcontrol）の６つに分類されている。ここに分類されている諸項

目が、1920年代の「人事管理」において利用されていた諸方策とみなすことができる。残念

－１２１－

[Ｊ１体保険に対する使用者の態度 使用者数 ％

確かに労働移動を引き下げた

労働移動にはほとんど効果なし

労働移動にはなんら効果なし

団体保険が扶養家族や従業員を援助した

団体保険'よ扶養家族や従業員に利益なし

従業員が好意的に行動し、グッド・ウイルが形成

され、彼らのより大きな協力が得られた

従業員がﾄﾅ１体保険を評価しない

未婚者と若年者が団体保険を評価しない

女性従業員が団体保険を評価しない

団体保険が高くついた

団体保険が応募者の誘因になった

集金や掛金が廃止された

団体保険創設後はそれをやめるのが困難になった
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ながら、労働組合を意識した「労使関係」方策という項目はみあたらないが、それぞれの分

類の中に、持株制度、利潤分配制度、年金制度、各種の保険制度として散見される。

以上のことから、団体保険は労働組合や労働組合運動に対して直接的に影響を及ぼすもの

ではなかったが、1920年代に様々な形態で企業に導入された制度の一貫として考えた場合に

は、それが当初より労働組合を意識し、従業員の企業帰属意識の確保やその安定化一労働力

の維持だけでなく対労働組合運動にとっても－を目的に設置されていたものであったことが

理解できる。そして、他の諸制度との関連の中でより効果のある労働組合対策となっていた

のである。この点の解明は、「はじめに」でも述べたように他の諸制度の本質を理解したう

えで初めて可能なことである。

(61)ＮＩＣＢ伽〃S/γjtZ/,ｐ,３７．

(62)StanleyB・Mathewson，“ASurveyofPersonnelmanagemantinl95Concerns,”Ｔｈｅ〃だo""eノ

ノリ”"α/,Vol.X,No.4,P､226.
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